
諮問第３号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、意見を求める。 
 住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    辻本 一也 
 
   令和８年６月４日提出 

                        伊奈町長 大 島  清   
 
 
 
 
 
 
 
            提  案  理  由 
  人権擁護委員の内村ひろえ氏の任期が令和８年９月３０日で満了となる

ため、後任として辻本一也氏を推薦することについて、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を

求める必要があるためこの案を提出するものである。 
   



第３６号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    内村 和彦 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

伊奈町農業委員会の委員の内村和彦氏の任期が、令和８年７月１９日で

満了となるため、同氏を再任命することについて同意を得たいので、農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 

 

 



第３７号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    岡田 幸雄 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

伊奈町農業委員会の委員の岡田幸雄氏の任期が、令和８年７月１９日で

満了となるため、同氏を再任命することについて同意を得たいので、農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 



第３８号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    中原 友春 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員の中原友春氏の任期が、令和８年７月１９日で

満了となるため、同氏を再任命することについて同意を得たいので、農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 



第３９号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    齋藤 健二 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員の齋藤健二氏の任期が、令和８年７月１９日で

満了となるため、同氏を再任命することについて同意を得たいので、農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４０号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    杉山 千洋 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員の杉山千洋氏の任期が、令和８年７月１９日で

満了となるため、同氏を再任命することについて同意を得たいので、農業

委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４１号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    小林 繁男 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に小林繁男氏を任命することについ

て同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４２号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    濱野 博道 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に濱野博道氏を任命することについ

て同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



第４３号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    久木元 紗理菜 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に久木元紗理菜氏を任命することに

ついて同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第

８８号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４４号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    森田 美智子 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に森田美智子氏を任命することにつ

いて同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８

８号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４５号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    髙山 政和 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に髙山政和氏を任命することについ

て同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



第４６号議案 

      伊奈町農業委員会の委員の任命について 

  伊奈町農業委員会の委員に次の者を任命することについて、同意を求め

る。 
  住  所    ○○○○○○○○○○ 
  氏  名    関根 弘美 
 

  令和８年６月４日提出 

                    伊奈町長 大 島  清   

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  伊奈町農業委員会の委員が令和８年７月１９日をもって任期満了になる

ことに伴い、伊奈町農業委員会の委員に関根弘美氏を任命することについ

て同意を得たいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



第４７号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 伊奈町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分を

したので、これを報告し、その承認を求める。 

 

  令和８年６月４日提出 

伊奈町長 大 島  清 

 

 

 

 

 

 

 

      提 案 理 由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が公布され、

令和８年４月１日から一部施行されることに伴い、緊急に条例を改正する

必要が生じたため、令和８年３月３１日に伊奈町税条例等の一部を改正す

る条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、

この案を提出するものである。 

 



専決第４号 

 

     専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条 

第１項の規定により専決処分する。 

   伊奈町税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

令和８年３月３１日 

 

伊奈町長 大 島  清 



 

１ 

伊奈町税条例の一部を改正する条例 

伊奈町税条例（昭和２９年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中

「第８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改

め、「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において

同じ。）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使

用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「こ

の限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保

している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第

３項及び第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中

「種別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を

「施行規則第３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規

則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種

別割」を「軽自動車税」に改める。 



 

２ 

 第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただ

し書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

 附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

 附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の町民税の住宅借入金等特

別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８

年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「法附則

第５条の４の２第５項」を「法附則第５条の４第５項」に改め、同条第２

項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、

同条を附則第７条の３とする。 

 附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第

２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

 附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第

３項中「法附則第１５条第１４項」を「法附則第１５条第１３項」に改

め、同条第４項中「法附則第１５条第２１項」を「法附則第１５条第２０

項」に改め、同条第５項中「法附則第１５条第２２項第１号」を「法附則

第１５条第２１項第１号」に改め、同条第６項中「法附則第１５条第２２

項第２号」を「法附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第７項中

「法附則第１５条第２２項第３号」を「法附則第１５条第２１項第３号」

に改め、同条第８項中「法附則第１５条第２３項第１号」を「法附則第１

５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中「法附則第１５条第２３項第

２号」を「法附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第１０項中「法

附則第１５条第２５項第１号イ」を「法附則第１５条第２４項第１号イ」

に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１１項中「法附則第１５

条第２５項第１号ロ」を「法附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分

の２」を「２分の１」に改め、同条第１２項中「法附則第１５条第２５項

第１号ハ」を「法附則第１５条第２４項第一号ハ」に、「３分の２」を

「２分の１」に改め、同条第１３項中「法附則第１５条第２５項第１号

ニ」を「法附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の

１」に改め、同条第１４項中「法附則第１５条第２５項第２号」を「法附

則第１５条第２４項第２号」に、「７分の６」を「５分の３」に改め、同

条第１５項中「法附則第１５条第２５項第３号イ」を「法附則第１５条第



 

３ 

２４項第３号イ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１６項

中「法附則第１５条第２５項第３号ロ」を「法附則第１５条第２４項第３

号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第１７項中「法附則

第１５条第２５項第３号ハ」を「法附則第１５条第２４項第４号」に改

め、同条第１８項から第２０項までを削り、同条第２１項中「法附則第１

５条第２８項」を「法附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８

項とし、同条第２２項中「法附則第１５条第３２項」を「法附則第１５条

第３１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項中「法附則第

１５条第３６項」を「法附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第２

０項とし、同条第２４項を同条第２１項とし、同条第２５項を同条第２２

項とし、同項の次に次の１項を加える。 

２３ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合           

 は３分の１とする。 

 附則第１０条の３第７項中「令附則第１２条第１９項」を「令附則第１

２条第２０項」に改め、同条第８項第４号中「令附則第１２条第２３項」

を「令附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「令附則第１２条第

２４項」を「令附則第１２条第２５項」に改め、同条第９項第５号及び第

１１項第５号中「令附則第１２条第３１項」を「令附則第１２条第３２

項」に改め、同条第１４項中「令附則第１２条第１９項」を「令附則第１

２条第２０項」に改め、同条第１５項中「改修実演芸術公演施設」を「改

修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法

律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補

助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定す

る建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第

３号を次のように改める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建 



 

４ 

 築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４ 

 条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を 

 含む。）のいずれに該当するかの別 

 附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４

４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定に

よる」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を

削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を

「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別

割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改

め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」

に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令

和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種

別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項

及び第３項中「の種別割」を削る。 

 附則第１６条の３第３項第２号、附則第１６条の４第３項第２号及び附

則第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年

度」に改める。 

 附則第１８条第５項第２号、附則第１９条第２項第２号及び附則第２０

条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

 附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第

２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関す

る部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和



 

５ 

７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得され

た地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規

定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において

「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネ

ルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１

５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規

定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年

度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽

自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 

（伊奈町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 伊奈町税条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条中「の種別割」を削る。 



１ 

 

第４７号議案 参考資料 

 

伊奈町税条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条から第１８条の２まで 略 第１条から第１８条の２まで 略 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３

号。以下「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定す

る事項は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自

動車について天災その他やむを得ない理由により種別割  

を滞納している場合においてその旨とする。 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３

号。以下「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定す

る事項は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自

動車について天災その他やむを得ない理由により軽自動車税

を滞納している場合においてその旨とする。 

第１８条の４ 略 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

第１８条の４ 略 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、

第４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２にお

いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第

４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、

第４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２にお

いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第

４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に係る部分を



２ 

除く。）、第５３条の７、第６７条、第８１条の６第１項、

第８３条第２項、第９８条第１項若しくは第２項、第１０２

条第２項又は第１３９条第１項に規定する納期限後にその税

金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は

納入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入

しなければならない。 

除く。）、第５３条の７、第６７条          、

第８３条第２項、第９８条第１項若しくは第２項、第１０２

条第２項又は第１３９条第１項に規定する納期限後にその税

金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は

納入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入

しなければならない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項若し

くは第２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。）当該税額に係る納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間 

（２）               第９８条第１項若し

くは第２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。）当該税額に係る納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間 

（３） 第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項若し

くは第２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書でその

提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその翌日から１月を経過する日までの期間 

（３）               第９８条第１項若し

くは第２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書でその

提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日ま

での期間又はその翌日から１月を経過する日までの期間 

（４）から（６）まで 略 （４）から（６）まで 略 

第２０条から第３２条まで 略 第２０条から第３２条まで 略 



３ 

 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３３条 略 第３３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下こ

の項及び次項並びに第３４条の９において「特定配当等」と

いう。）                        

    に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（次項及

び        第３４条の９において「特定配当等」と

いう。）（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特

定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。 

４から６まで 略 ４から６まで 略 

第３４条から第７９条まで 略 第３４条から第７９条まで 略 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第８０条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３

輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車

等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

第８０条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課

する。                        

                            

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４

４３条第２項に規定する者を含まないものとする。 

 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により種

別割  を課することができない者である場合には、第１項

の規定にかかわらず、その使用者に           

 課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、これを課さない。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により軽

自動車税を課することができない者である場合には、前項 

の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等に

ついては、この限りでない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車 第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車



４ 

等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収

については、買主を前条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。         

                           

                           

         

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につ

いて、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を３

輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につ

いて、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を 

              軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項に

おいて「販売業者等」という。）が、その製造により取得し

た３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行（道路

運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項におい

て同じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自

動車について、当該販売業者等が、法第４４４条第３項に規

定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前

に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場

合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該

３輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に

供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供す

る者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

 



５ 

 

第８１条の２ 略 第８１条の２ 略 

（環境性能割の課税標準）  

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車

の取得のために通常要する価額として施行規則第１５条の１

０に定めるところにより算定した金額とする。 

 

（環境性能割の税率）  

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して

課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

 

（１） 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １

００分の１ 

 

（２） 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １

００分の２ 

 

（３） 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １

００分の３ 

 

（環境性能割の徴収の方法）  

第８１条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法

によらなければならない。 

 

（環境性能割の申告納付）  

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１

項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号

に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様式による

 



６ 

申告書を町長に提出するとともに、その申告に係る環境性能

割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を

除く。）は、法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４様

式による報告書を町長に提出しなければならない。 

 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料）  

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申

告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告

又は報告をしなかった場合には、その者に対し、１０万円以

下の過料を科する。 

 

２ 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。  

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に

指定すべき納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

 

（環境性能割の減免）  

第８１条の８ 町長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽

自動車又は第９０条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以

上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対しては、環

境性能割を減免する。 

 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続そ

の他必要な事項については、規則で定める。 

 

（種別割  の税率） （軽自動車税の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割 第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動



７ 

 

  の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

車税の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

（１）から（３）まで 略 （１）から（３）まで 略 

（種別割  の賦課期日及び納期） （軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第８３条 種別割  の賦課期日は、４月１日とする。 第８３条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 種別割  の納期は、５月１日から同月３１日までとする。 ２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月３１日までとする。 

第８４条 略 第８４条 略 

（種別割  の徴収の方法） （軽自動車税の徴収の方法） 

第８５条 種別割  は、普通徴収の方法によって徴収する。 第８５条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 

第８６条 略 第８６条 略 

（種別割  に関する申告又は報告） （軽自動車税に関する申告又は報告） 

第８７条 種別割  の納税義務者である軽自動車等の所有者

又は使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」

という。）は、軽自動車等の所有者等となった日から１５日

以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者

にあっては施行規則第３３号の４の２様式による申告書、原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第３３号の５様式による申告書並びにその者の

住所を証明すべき書類を町長に提出しなければならない。 

第８７条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者

又は使用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」

という。）は、軽自動車等の所有者等となった日から１５日

以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者

にあっては施行規則第３３号の４様式  による申告書、原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第３３号の５様式による申告書並びにその者の

住所を証明すべき書類を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更

があった場合においては、その理由が生じた日から１５日以

内に、当該変更があった事項について軽自動車及び２輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更

があった場合においては、その理由が生じた日から１５日以

内に、当該変更があった事項について軽自動車及び２輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の



８ 

４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊

自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５

様式による申告書を町長に提出しなければならない。ただし、

次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この

限りでない。 

４様式  による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊

自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５

様式による申告書を町長に提出しなければならない。ただし、

次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この

限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所

有者等でなくなった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３

号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型

特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４号

様式による申告書を町長に提出しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所

有者等でなくなった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３

号の４様式  による申告書並びに原動機付自転車及び小型

特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４号

様式による申告書を町長に提出しなければならない。 

４ 略 ４ 略 

（種別割  に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第８８条 軽自動車等の所有者等又は第８１条第１項に規定す

る軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告

すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしな

かった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料

を科する。 

第８８条 軽自動車等の所有者等又は第８１条第１項に規定す

る軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告

すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしな

かった場合においては、その者に対し、１０万円以下の過料

を科する。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

（種別割  の減免） （軽自動車税の減免） 

第８９条 町長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割  を減免する。 

第８９条 町長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免する。 

２ 前項の規定によって種別割  の減免を受けようとする者 ２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者



９ 

 

は、納期限までに、当該軽自動車等について減免をうけよう

とする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付し、これを町長に

提出しなければならない。 

は、納期限までに、当該軽自動車等について減免をうけよう

とする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付し、これを町長に

提出しなければならない。 

（１）から（８）まで 略 （１）から（８）まで 略 

３ 第１項の規定によって種別割  の減免を受けた者は、そ

の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申

告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、そ

の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申

告しなければならない。 

（身体障害者等に対する種別割  の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第９０条 町長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と

認めるものに対しては、種別割  を減免する。 

第９０条 町長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と

認めるものに対しては、軽自動車税を減免する。 

（１）及び（２） 略 （１）及び（２） 略 

２ 前項第１号の規定によって種別割  の減免を受けようと

する者は、納期限までに、町長に対して、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようと

する者は、納期限までに、町長に対して、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害



１０ 

者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉

手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条の規定により交付された身体障害者若しくは身

体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体

障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」とい

う。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第

２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）

が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の

２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次

項において同じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる

事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して、提出しなければならない。 

者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉

手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条の規定により交付された身体障害者若しくは身

体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体

障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」とい

う。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第

２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）

が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の

２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次

項において同じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる

事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して、提出しなければならない。 

（１）から（６）まで 略 （１）から（６）まで 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項第２号の規定によって種別割  の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、町長に対して、当該軽自動車等

の提示（町長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書

類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、

前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。 

４ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、町長に対して、当該軽自動車等

の提示（町長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書

類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、

前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別割  の

減免を受けている者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって軽自動車税の

減免を受けている者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 



１１ 

 

第９１条 略 第９１条 略 

２ 法第４４５条若しくは第８１条の２又は第８０条第３項た

だし書の規定によって種別割  を課することのできない原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、そ

の主たる定置場が、町内に所在することとなったときは、そ

の理由が発生した日から１５日以内に、町長に対し、標識交

付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付

を受けなければならない。種別割  を課されるべき原動機

付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５条若しくは第８１

条の２又は第８０条第３項ただし書の規定によって種別割 

 を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、

同様とする。 

２ 法第４４５条若しくは第８１条の２又は第８０条第２項た

だし書の規定によって軽自動車税を課することのできない原

動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、そ

の主たる定置場が、町内に所在することとなったときは、そ

の理由が発生した日から１５日以内に、町長に対し、標識交

付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付

を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機

付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５条若しくは第８１

条の２又は第８０条第２項ただし書の規定によって軽自動車

税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、

同様とする。 

３から６まで 略 ３から６まで 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が町内

に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったと

き又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別

割  が課されることとなったときは、その理由が発生した

日から１５日以内に、町長に対し、その標識及び証明書を返

納しなければならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当

該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が町内

に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったと

き又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自

動車税が課されることとなったときは、その理由が発生した

日から１５日以内に、町長に対し、その標識及び証明書を返

納しなければならない。 

８及び９ 略 ８及び９ 略 



１２ 

第９２条から第１４８条まで 略 

   附 則 

第１条から第７条の２まで 略 

（個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定

の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住年

（次条において「居住年」という。）が平成１１年から平成

１８年までの各年である場合に限る。）においては、法附則

第５条の４第６項に規定するところにより控除すべき額（第

３項において「町民税の住宅借入金等特別税額控除額」とい

う。）を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の６

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の８及び第

３４条の９第１項の規定の適用については、第３４条の８中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附則第７条の３第１項」

と、同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条

の３第１項」とする。 

３ 第１項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が、当該年

度の初日の属する年の３月１５日までに、施行規則で定める

ところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び町

民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記

載した町民税住宅借入金等特別税額控除申告書（その提出期

第９２条から第１４８条まで 略 

   附 則 

第１条から第７条の２まで 略 
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限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたものを含む。）を、町長に提出した場合（法附則第５

条の４第９項の規定により税務署長を経由して提出した場合

を含む。）に限り、適用する。 

                      

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度までの各年度

分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１８

年まで又は平成２１年から令和７年までの各年である場合に

限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３

４条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の８及び第

３４条の９第１項の規定の適用については、第３４条の８中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附則第７条の３の２第

１項」と、第３４条の９第１項中「前３条」とあるのは「前

３条並びに附則第７条の３の２第１項」とする。 

第７条の４から第７条の８まで 略  

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和９年度 までの各年度分の個人

の町民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合におい

 

 

 

 

（個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３   平成２２年度から令和２０年度までの各年度

分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居

住年が  平成２１年から令和７年までの各年である場合に

限る。）には                     

 、法附則第５条の４第５項  （同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３

４条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の８及び第

３４条の９第１項の規定の適用については、第３４条の８中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附則第７条の３の２第

１項」と、第３４条の９第１項中「前３条」とあるのは「前

３条並びに附則第７条の３第１項  」とする。 

第７条の４から第７条の８まで 略  

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和１２年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合におい



１４ 

て、第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に

係る租税特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認め

るときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係

る町民税の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の町民税に限り、法附則第

６条第５項に規定する場合において、第３６条の２第１項の

規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２

５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る町民税

の所得割の額は、第３３条から第３４条の３まで、第３４条

の６から第３４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４

の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額

の合計額とすることができる。 

３ 略 

第９条から第１０条まで 略 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定

て、第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に

係る租税特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認め

るときを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係

る町民税の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の町民税に限り、法附則第

６条第５項に規定する場合において、第３６条の２第１項の

規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２

５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る町民税

の所得割の額は、第３３条から第３４条の３まで、第３４条

の６から第３４条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項             及び附則第７条の４

の規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額

の合計額とすることができる。 

３ 略 

第９条から第１０条まで 略 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定



１５ 

 

める割合は４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する市町村の条例で定める

割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域に

おける法附則第１５条第１４項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２１項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２２項第３号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１１ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

める割合５分の４とする。 

３ 法附則第１５条第１３項に規定する市町村の条例で定める

割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域に

おける法附則第１５条第１３項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２０項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２１項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２１項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２１項第３号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１１ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 



１６ 

１２ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１３ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について

同号に規定する市町村の条例で定める割合は７分の６とす

る。 

１５ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１６ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１７ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１８ 法附則第１５条第２５項第４号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１９ 法附則第１５条第２５項第４号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１２ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１３ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する設備について

同号に規定する市町村の条例で定める割合は５分の３とす

る。 

１５ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１６ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１７ 法附則第１５条第２４項第４号 に規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 
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２０ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

２１ 法附則第１５条第２８項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定

める割合は３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。 

                             

                

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２から６まで 略 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項

 

 

 

１８ 法附則第１５条第２７項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１９ 法附則第１５条第３１項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２０ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定

める割合は３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。 

２３ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２から６まで 略 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２０項
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に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に

提出しなければならない。 

 （１）から（６）まで 略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同

条第５項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、同条第４項に規定する居住

安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１）から（３）まで 略 

 （４） 令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当する者の

 住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの

 別 

 （５） 略 

 （６） 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第１２

 条第２４項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び

 介護予防住宅改修費 

 （７） 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同

条第１０項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定する熱

損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項各号

に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に

提出しなければならない。 

 （１）から（６）まで 略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同

条第５項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規

定の適用を受けようとする者は、同条第４項に規定する居住

安全改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１）から（３）まで 略 

 （４） 令附則第１２条第２４項に掲げる者に該当する者の

 住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの

 別 

 （５） 略 

 （６） 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第１２

 条第２５項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び

 介護予防住宅改修費 

 （７） 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同

条第１０項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定する熱

損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項各号

に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 



１９ 

 

 （１）から（４）まで 略 

 （５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１

 ２条第３１項に規定する補助金等 

 （６） 略 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防

止改修等住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修

等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１）から（４）まで 略 

 （５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１

 ２条第３１項に規定する補助金等 

 （６） 略 

１２及び１３ 略 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７

条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

 （１）から（４）まで 略 

 （５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１

 ２条第３２項に規定する補助金等 

 （６） 略 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防

止改修等住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修

等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止

改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１）から（４）まで 略 

 （５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１

 ２条第３２項に規定する補助金等 

 （６） 略 

１２及び１３ 略 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７

条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐



２０ 

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

 （１）から（６）まで 略 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規

定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交

通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２

４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である                

                           

    旨を証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

 （１）及び（２） 略 

 （３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

 関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第

 ３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定

 する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別  

                           

            

 （４）から（６）まで 略 

震改修後の家屋が令附則第１２条第２０項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

 （１）から（６）まで 略 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別特定建築物 に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規

定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条の２

第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成

１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動

等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０

号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に

適合する旨を証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

 （１）及び（２） 略 

 （３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

 関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各

 号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

 円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める

 同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のい

 ずれに該当するかの別 

 （４）から（６）まで 略 



２１ 

 

第１１条から第１５条まで 略 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の

間、第１章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環

境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の

環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４

４６条第１項（同条第２項又は第３項において準用する場合

を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどう

かの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２

９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う

軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について

不足額があることを附則第１５条の４の規定により読み替え

られた第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限）後において知った場合にお

いて、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申

請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその

他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを理由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定

第１１条から第１５条まで 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をし

た者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自

動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によ

ることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動

車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車

税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の

３５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第１５条の３ 町長は、当分の間、第８１条の８の規定にかか

わらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に

相当するものとして町長が定める３輪以上の軽自動車に対し

ては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の４ 第８１条の６の規定による申告納付について

は、当分の間、同条中「町長」とあるのは、「県知事」とす

る。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１５条の５ 町は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附

則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱

費として県に交付する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３ 

 

第１５条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条

の４の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１条の４（第３

号に係る部分に限る。）の規定の適用については、当分の間、

同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」とす

る。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定

する        車両番号の指定（次項から第４項まで

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（軽自動車税    の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自動車が最初の道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項  

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税    に係る第８２条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 



２４ 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで 

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法

第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下

この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）

ａ中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」とする。 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番

号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税  

  に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の同

項          に規定するガソリン軽自動車（以下

この項    において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和７年４月１日から

令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、令和８年度分                 

   の軽自動車税    に限り、同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）

ａ中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」とする。 



２５ 

 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガ

ソリン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）

ａ中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」とする。 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足

額があることを第８３条第２項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限）後において知った場合

において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを理由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税    の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 町長は、軽自動車税    の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項又は第３項  の規定の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 町長は、納付すべき軽自動車税    の額について不足

額があることを第８３条第２項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限）後において知った場合

において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを理由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の



２６ 

認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税の種別割に関する規定（第８７条及び第８８条の規定を

除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車

税の種別割の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５

の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１６条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

 第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

 割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税    に関する規定（第８７条及び第８８条の規定を

除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車

税    の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５

の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

               の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１６条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項   

           中「所得割の額」とあるのは「所得

 割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の
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 額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の３第１項

 の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例） 

第１６条の４ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１６条の４第１項の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

 第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

 割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項

 の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

４ 略 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の３第１項

 の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略  

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例） 

第１６条の４ 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

            の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１６条の４第１項の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項   

           中「所得割の額」とあるのは「所得

 割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項

 の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

４ 略 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 
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第１７条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１７条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

 ７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１７条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１７条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る町民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度 までの各年度分

の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条に

第１７条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

            の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１７条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項    

          中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１７条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１７条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る町民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和１１年度までの各年度分

の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条に
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おいて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する町民税の所得割の額は、前条第

１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

 （１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度 までの各年

度分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得

割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、

当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかっ

たものとみなす。 

３ 略 

第１７条の３ 略 

おいて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良

住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する町民税の所得割の額は、前条第

１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

 （１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年

度分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得

割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、

当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかっ

たものとみなす。 

３ 略 

第１７条の３ 略 
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（短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 

第１８条 略 

２から４まで 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１８条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

 ７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１８条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１８条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の

特例） 

第１９条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

（短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 

第１８条 略 

２から４まで 略 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところに

よる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

            の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１８条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項    

          中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１８条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１８条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の

特例） 

第１９条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 
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 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１９条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

 ７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１９条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１９条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

第１９条の２ 略  

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例） 

第２０条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

 則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

            の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

 第１９条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項    

          中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第１９条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第１９条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

第１９条の２ 略  

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例） 

第２０条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

            の規定の適用については、第３４

 条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則
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 第２０条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

 ７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第２０条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の

課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

 ７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の２第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条

 の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

 並びに附則第２０条の２第１項の規定による町民税の所得

 第２０条第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項    

          中「所得割の額」とあるのは「所得割

 の額並びに附則第２０条第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条第１項の規定によ

 る町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の

課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

          の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の２第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

        中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

 並びに附則第２０条の２第１項の規定による町民税の所得
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 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定

 による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

 ７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の２第３項後段の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

 条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

 額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項

 後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の

課税の特例） 

第２０条の３ 略 

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定

 による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

          の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の２第３項後段の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項並びに附則第７条第１項、及び附則第７条の３第１項

         中「所得割の額」とあるのは「所得割の

 額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項

 後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の

課税の特例） 

第２０条の３ 略 



３４ 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の３

 第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

 ７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条

 の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

 並びに附則第２０条の３第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条の３第１項の規定

 による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略  

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 （１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総

 所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第２０条の３

 第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

          の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第

 ３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１

 項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項  

        中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

 並びに附則第２０条の３第１項の規定による町民税の所得

 割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」と

 あるのは「所得割の額及び附則第２０条の３第１項の規定

 による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）から（５）まで 略 

３及び４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 略 

 （２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９

 第１項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項
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 ７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の３第３項後段の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７

 条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

 額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の３第３項

 後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

  （３）から（５）まで 略 

６ 略 

          の規定の適用については、第３４条の

 ６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

 ０条の３第３項後段の規定による町民税の所得割の額」と、

 第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第

 １項並びに附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項 

         中「所得割の額」とあるのは「所得割の

 額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による町民税

 の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

 額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の３第３項

 後段の規定による町民税の所得割の額の合計額」とする。 

  （３）から（５）まで 略 

６ 略 

第２１条から第２５条まで 略 第２１条から第２５条まで 略 
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伊奈町税条例等の一部を改正する条例 新旧対照表（附則第４条関係） 

改正前 改正後 

第１条から第３条まで 略 

   附 則 

第１条及び第２条 略 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条及び第４条 略 

第１条から第３条まで 略 

   附 則 

第１条及び第２条 略 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条及び第４条 略 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第

６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る伊

奈町税条例第８２条及び附則第１６条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 表 略                         

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第

６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税    に係る伊

奈町税条例第８２条及び附則第１６条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 表 略                         

  

 



第４８号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分をしたので、これを報告し、その承認を求める。 

 

  令和８年６月４日提出 

伊奈町長 大 島  清 

 

 

 

 

 

 

 

      提 案 理 由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）が公

布され、令和８年４月１日から一部施行されることに伴い、緊急に条例を

改正する必要が生じたため、令和８年３月３１日に伊奈町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条第

３項の規定により、この案を提出するものである。 



専決第５号 
 
     専 決 処 分 書 
 
 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条 
第１項の規定により専決処分する。 
   伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 
 

令和８年３月３１日 
 

伊奈町長 大 島  清 



１ 

伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 伊奈町国民健康保険税条例（昭和２７年条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第５

項に次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育

て支援納付金課税額は、３万円とする。 

第２４条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「エに掲げる額を減 

額して得た額」を「エ及びオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が３万円を超える場合には、３万円）」に改め、同項第１号に次の

ように加える。 

  オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１ 

 ８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について９７円  

 第２４条第１項第２号中「３０万５,０００円」を「３１万円」に改

め、同号に次のように加える。 

  オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１ 

   ８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について６９円 

 第２４条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次 

のように加える。 

  オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１ 

   ８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について２７円 

 第２４条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、 

「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加

え、同項第１号中「地方税法施行規則第２４条の３０の５」を「地方税法

施行規則第２４条の３０の６」に改め、同項に次の１号を加える。 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金 

課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１ 

１条の規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規 

定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の１８ 

歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の 
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産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第２４条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後 

 の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」 

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・ 

子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に 

属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に 

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保 

険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険 

者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の伊奈町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 
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第４８号議案 参考資料 

 

伊奈町国民健康保険税条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条 略 第１条 略 
（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、

世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した次に掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、

世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した次に掲げる額の合算額とする。 
（１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条にお

いて「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金等」という。）、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以

下この条において「介護納付金」という。）及び子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子

ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・

（１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条にお

いて「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金等」という。）、介護

保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以

下この条において「介護納付金」という。）及び子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子

ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・
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子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 

子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 
（２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

（２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
（３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者

のうち、介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険

者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。） 
（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 

（３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者

のうち、介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険

者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。） 
（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 
２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に
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つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６６万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６６万円とする。 

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６７万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６７万円とする。 
３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２６万円と

する。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２６万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２６万円と

する。 
４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、

１７万円とする。 
５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割

額を加算した額とする。                

                           

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、

１７万円とする。 
５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者

均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割

額を加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超え

る場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３
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       万円とする。 
第３条から第２３条まで 略  第３条から第２３条まで 略  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 
第２４条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項

本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円を超え

る場合には、２６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税

額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１７万円を超える場合には、１７万円）及び同条第５項の

子ども・子育て支援納付金課税額からエに掲げる額を減額し

て得た額                       

       の合算額とする。 

第２４条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項

本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６７万円を超える場合には、６７万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円を超え

る場合には、２６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税

額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が１７万円を超える場合には、１７万円）及び同条第５項の

子ども・子育て支援納付金課税額からエ及びオに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合

には、３万円）の合算額とする。 
（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）
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の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について３１，９９０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について３１，９９０円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１１，６９０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１１，６９０円 
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について１０，８５０円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について１，２３５

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について１０，８５０円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について１，２３５



６ 

円 
 

円 
オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて９７円 
（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）１人につき３０万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）１人につき３１万円     を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２２，８５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２２，８５０円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について８，３５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について８，３５０円 
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介 ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介



７ 

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について７，７５０円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について８８２円 

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について７，７５０円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について８８２円 
オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて６９円 
（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５６万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５７万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について９，１４０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について９，１４０円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について３，３４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について３，３４０円 



８ 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について３，１００円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について３５３円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について３，１００円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について３５３円 
オ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保

険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて２７円 
２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属す

る未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属す

る未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 
（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ６，８

５５円 
ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ６，８

５５円 



９ 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 １１，

４２５円 
イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 １１，

４２５円 
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １８，

２８０円 
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １８，

２８０円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２２，８５０

円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２２，８５０

円 
（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 ２，５

０５円 
ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 ２，５

０５円 
イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ４，１

７５円 
イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ４，１

７５円 
ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ６，６

８０円 
ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ６，６

８０円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８，３５０円 

 （３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２６４

円 
イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ４４１

円 
ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ７０５

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８，３５０円 
 （３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援

納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世帯 ２６４

円 
イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世帯 ４４１

円 
ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世帯 ７０５



１０ 

円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８８２円 

円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８８２円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５

６条の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保

険者」という。）が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額及び 被保険者均等割額       

        （第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額   

            ）は、当該所得割額及び 被保険

者均等割額               から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５

６条の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保

険者」という。）が属する場合における当該納税義務者に対

して課する所得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上

被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び１

８歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割額並びに被保険

者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 
（１） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第３条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定め

る場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出

産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月

前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後

期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

（１） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第３条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の６に定め

る場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出

産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月

前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後

期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 
（２） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第４条の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を

（２） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第４条の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を



１１ 

減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 
（３） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第５条の

規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

（３） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第５条の

規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 
（４） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第６条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

（４） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第６条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 
（５） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税

額の所得割額 当該出産被保険者につき第７条の規定によ

り算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

（５） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税

額の所得割額 当該出産被保険者につき第７条の規定によ

り算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 
（６） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の

規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

（６） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第８条の

規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の
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被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 
（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

９条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 
（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第１０条の規定により算定した被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 
（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

９条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 
（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第１０条の規定により算定した被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 
（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第１１条の規定により算定した１８歳以

上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険

者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 
４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１



１３ 

８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該納税

義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満

被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額と

する。 
第２５条から第３０条まで 略 第２５条から第３０条まで 略  

 



第５１号議案 

      財産の取得について 

  次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１  財産の種類    町立小中学校学習用端末 

２ 数   量  ４，０６１台 

３ 契約の方法  一般競争入札による契約 

４ 納 入 期 限  令和８年９月３０日 

５ 契 約 金 額  ２５２，０４４，３３６円 

６ 契 約 業 者  埼玉県熊谷市宮町二丁目１４６番地飯島ビル３階 

         株式会社エーティーエルシステムズ 北関東オフィス 

オフィス長 内海 崇史 

                        

    令和８年６月４日提出 

                      伊奈町長 大 島  清     

 

 

 

 

 

 

 

            提  案  理  由 

  町立小中学校学習用端末を取得したいので、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の

規定により、この案を提出するものである。 



第５１号議案 参考資料 

 
 
 
 
 

 
町立小中学校学習用端末購入 
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町立小中学校学習用端末購入入札経過書 
 
   
      町立小中学校学習用端末購入の電子入札を次のように行った。 
 
 

記 
 
  １  日  時          令和８年４月２２日  午前１０時４４分 
 
  ２  参加業者          別記１のとおり 
 
  ３  入札結果          別記２のとおり 
 
  ４  落札業者          株式会社エーティーエルシステムズ 北関東オフィス 
 
  ５  予定価格          ２５７，２３８，３００円（消費税込み） 
 
  ６  最低制限価格      なし 
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別記１          入  札  参  加  業  者  一  覧  表 

 会      社      名 所      在      地 

１ 
株式会社エーティーエルシステムズ 北関東

オフィス 
埼玉県熊谷市宮町二丁目１４６番地飯島ビル

３階 
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別記２              入    札    結  果    一    覧    表            （単位 円） 

 会      社      名 入    札    価    格 摘要 

１ 
株式会社エーティーエルシステムズ 北関東

オフィス 
２２９，１３１，２１５  

 
※ 契約額は、入札価格の１００分の１０に相当する金額を加算した金額とする。 
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取得財産概要

1 財産の種類

町立小中学校学習用端末

2 仕様（性能・規格等）

ア 端末     Chrome OS 端末

              自動更新有効期限（AUE）は、納品時点から6年以上であること 

イ CPU     MediaTek Kompanio520 プロセッサー又は同等以上

ウ ストレージ  32GB 以上

エ メモリ    8GB 以上

オ 画面     11.6インチ以上、マルチタッチ対応

カ 無線     Wi-Fi6（IEEE 802.11ax）対応以上

キ 形状     コンバーチブル型 

         筐体のサイズがA4サイズ以内（293㎜×200mm×21.5mm）

ク キーボード  日本語JISキーボード ※Bluetooth 接続でないもの

                   防滴仕様であること

ケ タッチペン  本体収納可能な充電式USIアクティブ静電ペン（4096段階相当）

コ カメラ性能  インカメラ及びアウトカメラ

         アウトカメラはオートフォーカス機能を有していること

サ 音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子×1以上を有していること

シ 外部接続端子 USB Type-C（PD対応）×1以上

         USB Type-A×1以上、HDMI×1以上

        （HDMIが無い場合は変換アダプターを付属させること）

ス バッテリ   約12時間以上

セ 重さ     1.2kg 未満

3 数量

4,061台
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